
正
倉
院
木
簡
の
用
途

―
―
原
秀
三
郎
氏
の
所
説
に
接
し
て
―
―

原
秀
三
郎
氏
は
、
本
誌
第
八
号

（
一
九
八
六
年
）
に
、

「倉
札

・
札
家
考
」
と

題
す
る
論
考
を
掲
げ
ら
れ
、
藤
原
官
西
北
隅
か
ら
出
上
し
た
弘
仁
紀
年
木
簡
の

機
能
や
＾
兵
庫
県
高
砂
市
塩
田
遺
跡
出
上
の

「
札
家
」
墨
書
土
器
に
つ
い
て
、

示
唆
に
富
む
見
解
を
発
表
さ
れ
た
。
私
も
ま
た
原
氏
の
論
よ
り
多
く
の
学
恩
を

受
け
た
の
で
あ
る
が
、
原
氏
の
論
の
中
に
は
、
か
つ
て
私
の
発
表
し
た
見
解
を

批
判
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
承
服
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
こ
こ
に
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
て
、
原
氏
な
ら
び
に
読
者
諸
兄
姉
の

批
正
を
仰
ぐ
こ
と
と
し
た
い
。

さ
て
原
氏
が
拙
見
に
関
わ
っ
て
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
正
倉
院
に
伝
世
し
た

左
の
木
簡
で
あ
る
。

・
法
花
経
疏

一
部
十
二
巻
と口蔵
師
者

右
、
依
飯
高
命
婦
宝
宇
元
年
間
八
月
十
日
宣
、
奉
請
内
裏

・
使
召
継
舎
人
条
女
家
万
呂

判
官
川
内
画
師
　
　
主
典
阿
刀
連

私
は
、
以
前
発
表
し
た

「
正
倉
院
伝
世
木
簡
の
筆
者
」

『正
倉
院
文
書
と
木
簡

の
研
究
』
所
収
、　
以
下
の
記
述
で
は

「前
稿
」
と
略
称
す
る
）

の
中
で
こ
の
大
愁
口を

東

野

治

と
り
あ
げ
、

①
こ
れ
が
、
経
典

（
こ
の
場
合
は
法
花
経
疏
）
の
貸
出
し
に
際
し
、　
東
大
寺
写

経
所
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
記
録
木
簡
で
あ
る
こ
と
。

③
正
倉
院
文
書
中
に
存
す
る
経
典
の
出
納
帳
は
、
こ
の
種
の
木
簡
の
記
録
を

整
理
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
う
こ
と
。

を
論
じ
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
原
氏
は
、
こ
の
解
釈
に
対
し
て
、
木
簡
の
文
言
中

の

「奉
請
」
は

「
借
用
」
の
意
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
、
全
面
的
に
私
の
解
釈
を

否
定
さ
れ
て
い
る
。

確
か
に
原
氏
も
言
わ
れ
る
通
り
、
天
平
勝
宝
八
歳
七
月
の
経
疏
快
簸
等
奉
請

帳

ら
大
日
本
古
文
圭
屋

⑬

一
九
二
頁
以
下
）
や
天
平
勝
宝
四
年
四
月
の
写
経
所
請

経
文

（原
氏
前
掲
論
文
所
引
）
の
場
合
な
ど
、

「奉
請
」
は
借
用
を
意
味
す
る
と

解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
夙
に
内
藤
乾
吉
氏
が
指
摘
さ
れ
、
筆
者
も

前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、

「奉
請
」
に
貸
出
し
の
意
味
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で

あ
る
。
原
氏
が
私
の

「
誤
解
」
の
例
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
次
の
造
東
寺
司

請
経
文
の
場
合
こ
そ
、
「貸
出
し
」
を
意
味
す
る
好
例
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

之



正倉院木簡の用途

造
東
寺
司

雑
阿
含
経

一
部
五
十
巻
黄
紙
及
表
緑
緒
朱
軸
紙
快

納
漆
塗
箱

一
合
　
　
　
吊
巾

一
条
並
岡
寺

右
、
依
大
徳
宣
、
奉
請
如
前
、

天
平
勝
宝
三
年
五
月
十
二
日

（自
署
、
下
同
ジ
）

次
官
正
五
位
上
兼
行
大
倭
介
佐
伯
宿
祢

「今
毛
人
」

「勘
納
大
疏
山
口
佐
美
床
呂
」

「舎
人
弓
削
塩
床
昌
」

「
返
送
如
前
員
、
”
附
舎
人
依
羅
必
登
、
以
牒
、

同
年
七
月
汁
日
少
疏
高
丘
比
良
麻
呂
」

３
大
日
本
古
文
書
』
①
五
五
六
頁
）

こ
の
文
書
に
み
え
る

「大
疏
」
「
少
疏
」
は
、　
い
ず
れ
も
紫
微
中
台
の
そ
れ

で
あ
る
。
私
は
前
稿
に
お
い
て
、
こ
の
文
書
を
造
東
大
寺
司
か
ら
紫
微
中
台

ヘ

の
経
典
貸
出
し
に
関
わ
る
も
の
と
し
、
紙
の
送
り
状
の
実
例
と
考
え
た
。
し
か

し
原
氏
は
、
文
中
の

「奉
請
」
を
借
用
と
解
し
、
こ
の
文
書
は
造
東
大
寺
司
が

紫
微
中
台
か
ら
経
典
を
借
用
す
る
と
き
に
出
さ
れ
た
と
解
釈
さ
れ
る
。
大
疏
が

署
名
し
て
い
る
の
は
、
経
典
が
紫
微
中
台
に
返
さ
れ
た
際
に
、
こ
れ
を
確
認
し

た
も
の
で
あ
り
、
少
疏
比
良
麻
昌
は
そ
の
旨
を
付
記
し
て
、
こ
の
文
書
を
造
東

大
寺
司
に
返
送
し
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
原
氏
の
こ
の
解
釈
が
当
た
ら
な
い
こ
と
は
、
左
の
文
書
に
よ
っ
て
明

白
で
あ
る
。

造
東
寺
司
牒
　
立亀
蓋
寺
三
綱
所

雑
阿
含
経

一
部
五
十
巻
納
漆
塗
箱

一
合
　
畠
巾

一
条

右
、
依
所
請
数
、
奉
返
如
前
、
故
牒
、

天
平
勝
宝
三
年
八
月

一
日
主
典
美
奴
連

判
官
正
六
位
下
上
毛
野
君

次
官
五
位
上
兼
行
下
総
員
外
介
　
　
　
使
田
部
乙
成

３
大
日
本
古
文
書
』
⑫
三
八
頁
）

こ
の
文
書
は
、
造
東
大
寺
司
が
竜
蓋
寺

（岡
寺
）
か
ら
借
用
し
て
い
た
雑
阿

含
経
を
返
却
し
た
時
の
牒
で
あ
る
。
自
署
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
し
て
案
文

で
あ
り
、
正
文
が
竜
蓋
寺
に
送
付
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
控
え
を
造
寺
司
側
に
残

し
た
と
み
て
よ
い
。
と
こ
ろ
で
こ
の
雑
阿
含
経
は
、
巻
数
や
付
属
品
か
ら
み
て
、

先
の
造
東
大
寺
司
の
請
経
文
に
み
え
る
雑
阿
含
経
と
同

一
物
に
違
い
な
い
。
請

経
文
に

「
並
岡
寺
」
の
注
記
が
あ
る
の
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
し
か

も
竜
蓋
寺

へ
の
返
却
の
日
付
は

「
八
月

一
日
」
で
あ
り
、
奉
請
状
の
比
良
床
昌

追
筆
部
分
に
み
え
る

「
七
月
汁
日
」
の
翌
日
で
あ
る
。
紫
微
中
台
か
ら
返
却
を

う
け
た
雑
阿
合
経
を
、
造
東
大
寺
司
が
す
ぐ
さ
ま
竜
蓋
寺
に
返
却
し
た
こ
と
が

知
ら
れ
よ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
竜
蓋
寺
か
ら
造
東
大
寺
司
に
次
の
よ
う
な
返
抄

の
牒
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
３
大
日
本
古
文
書
』
①
五
一



五
頁
）。竜

蓋
寺
三
綱
牒
上
　
　
造
東
大
寺
務
所

奉
所
請
経
返
抄
事

右
、
依
当
月

一
日
牒
旨
、
領
納
如
攻
、
付
舎
人
田
部
弟
成
返
抄
、
以
状
牒

上
、

天
平
勝
宝
三
年
八
月

一
日
都
維
那

「勝
律
」

知
事

「
順
道
」

（統
修
別
集
九
巻
に
よ
る
）

こ
の
牒
が
、
雑
阿
含
経
の
返
却
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

「
八
月

一

日
卜
と
い
う
日
付
と
、

「
田
部
乙

（弟
）
成
」

と
い
う
使
人
の
一
致
か
ら
疑
い

な
い
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
原
氏
の
よ
う
な
解
釈
が
な
り
た
つ
余
地
は
、

造
東
寺
司
請
経
文
に
関
す
る
限
り
、
全
く
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

原
氏
は
、
私
の
解
釈
が
誤

っ
て
い
る
例
と
し
て
、
な
お
造
東
寺
司
請
経
論
疏

注
文
案

３
大
日
本
古
文
書
』
⑫
二
五
八
頁
以
下
）
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。　
し
か
し

こ
の
帳
簿
の
場
合
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
帳
簿
の
末
尾
に
は

「経
快
六

十
枚
」
が
挙
げ
ら
れ
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
付
さ
れ
て
い
る
。

右
、
依
少
進
出
雲
屋
万
昌
十
九
年
十
月
十
日
宣
、
奉
請
大
般
若
経
之
時
、

暴
其
経
所
進
者
、
経
実
返
来
、
未
返
件
快

即
ち
こ
こ
で
は
、
貸
出
し
た
大
般
若
経
そ
の
も
の
は
返
却
さ
れ
て
来
た
が
、
映

が
未
返
却
で
あ
る
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「経
実
返
来
」
と
あ
る
の
は
、
こ

の
大
般
若
経
が
貸
出
さ
れ
て
い
た
何
よ
り
の
証
拠
で
あ
る
う
。

こ
れ
の
み
で
も
、
こ
の
帳
簿
が
貸
出
し
た
ま
ま
未
返
却
に
な
っ
て
い
る
経
典

を
列
挙
し
た
も
の
で
あ

っ
て
、
文
中
の

「奉
請
」
が
貸
出
し
の
意
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
別
の
文
書
に
よ
っ
て
も
確

認
で
き
る
。
た
と
え
ば
こ
の
帳
簿
の
中
に
、

解
深
密
経
五
巻
　
　
　
　
疏
十
巻

右
、
依
次
官
佐
伯
宿
祢
今
毛
人
天
平
感
宝
元
年
五
月
十
七
日
宣
奉
請
、

の
一
項
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
切
経
散
帳
案

３
大
日
本
古
文
書
』
①
三
五
五
頁
以

下
）
の
次
の
項
に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

解
深
密
経
五
巻
以
勝
宝
元
年
五
月
十
七
日
依
次
官
佐
伯
宿
祢
宣
奉
請
内
裏

こ
れ
は
、
佐
伯
今
毛
人
の
宣
に
よ
り
、
解
深
密
経
が
内
一異
に
貸
出
さ
れ
た
こ

と
を
示
す
と
み
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
き
の
造
東
寺
司
請
経
論
疏
注
文
案
で
は
、

「内
裏
」
と
い
う
貸
出
し
先
が
省
略
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
他
、
両

帳
簿
を
対
比
す
れ
ば
、
日
付
等
に
若
千
の
相
違
は
あ

っ
て
も
、
同

一
事
実
と
み

る
べ
き
項
目
が
散
見
し
、
い
ず
れ
も
そ
れ
ら
が
貸
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
よ
っ
て
、

「奉
請
」
に
は
借
用

。
貸
出
し
の
二
義
が
あ
りｔ
、
造
東
大

寺
司
の
奉
請
状
や
造
東
寺
司
請
経
注
文
案
の
場
合
は
貸
出
し
の
意
で
あ

っ
て
、

私
が
こ
れ
ら
に
つ
い
て
前
稿
で
述
べ
た
と
こ
ろ
は
、
い
さ
さ
か
も
訂
正
を
要
し

な
い
こ
と
が
知
ら
れ
た
と
思
う
。　
し
か
し

こ
れ
だ
け
で
は
、　
正
倉
院
木
簡
の
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「奉
請
」
が
貸
出
し
の
意
で
あ
る
と
証
明
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
が

明
ら
か
に
な
ら
な
い
限
り
、
原
氏
の
批
判
や
解
釈
は
、
な
お
有
効
と
い
え
な
い

こ
と
も
な
か
ろ
う
。
遺
憾
な
が
ら
、
私
は
上
述
の
よ
う
な
形
で
自
説
が
正
し
い

と
い
う
確
証
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
か
し
、
原
氏
の
よ
う
な
解
釈

が
正
倉
院
木
簡
に
つ
い
て
も
極
め
て
成
立
し
に
く
い
こ
と
は
言
え
る
と
考
え
る
。

そ
の
根
拠
の
第

一
は
、
前
稿
で
も
書
い
た
が
、
木
簡
に

「奉
請
内
裏
」
と
あ

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
文
言
は
、
た
と
え
変
体
漢
文
に
も
せ
よ
、

「内
裏
に
奉

請
す
」
と
は
読
め
て
も
、

「
内
裏
よ
り
奉
請
す
」
と
は
読
み
に
く
い
。

根
拠
の
第
二
は
、
木
簡
に
み
え
る
吉
蔵
の
法
花
経
疏
が
、
す
で
に
天
平
十
九

年
の
写
経
所
文
書
に
み
え
、
宝
字
元
年
以
前
に
写
経
所
で
書
写
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
写
経
所
で
書
写
済
み
の
書
を
、
宝
字
元
年
の
時

点
で
改
め
て
借
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
、
は
た
し
て
存
在
し
た
で

あ
ろ
う
か
。
経
典
の
借
用
と
い
え
ば
、
考
え
ら
れ
る
の
は
写
経
の
底
本
に
す
る

場
合
や
、
仏
事
等
で
同

一
の
経
典
を
大
量
部
数
必
要
と
す
る
場
合
な
ど
で
あ
る

が
、
少
な
く
と
も
底
本
と
し
て
の
借
用
は
、
上
記
の
事
情
か
ら
あ
り
え
な
い
。

大
量
部
数
の
必
要
と
い
う
こ
と
も
、
法
花
経
の
、
し
か
も
疏
で
は
考
え
ら
れ
な

い
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
理
由
か
ら
、
私
は
正
倉
院
木
簡
の

「奉
請
」
も
、
貸
出

し
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
と
判
断
す
る
。
従

っ
て
前
記
の
よ
う
な
解
釈
に
立

っ

て
展
開
さ
れ
た
、
木
と
紙
の
使
い
わ
け
に
関
す
る
原
氏
の
所
説
（原
氏
論
文
一
四

〇
頁
上
段
）
も
ま
た
、
再
検
討
を
要
す
る
と
考
え
る
。

原
氏
の
解
釈
に
対
す
る
批
判
は
以
上
に
尽
き
る
が
、
ひ
る
が
え
っ
て
考
え
れ

ば
、
上
に
述
べ
た
よ
う
な
検
討
は
、
私
が
当
然
前
稿
に
お
い
て
試
み
て
消
く
べ

き
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
を
な
す
こ
と
な
く
、
単
に
内
藤
乾
吉
氏
の
見
解
を
受

け
た
形
で
論
を
展
開
し
た
の
は
、
妥
当
を
欠
い
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ

の
点
原
氏
に
対
し
て
深
く
お
詑
び
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
反
省
の
機
を
与
え

て
下
さ

っ
た
こ
と
に
改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

注ω
　
内
藤
乾
吉

「
正
倉
院
古
文
書
の
書
道
史
的
研
究
」

（正
倉
廃
事
務
所
編

『
正
倉
院

の
書
蹟
』
所
収
）。

②
　
以
上
の
三
文
書
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
福
山
敏
男
氏
が

『奈
良
朝
寺
院
の

研
究
』
一
五
五
頁
以
下
で
簡
明
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
要
は
そ
れ
に
尽
き
る
の
で
あ

る
が
、
本
稿
の
性
質
上
、
や
や
詳
し
く
論
証
を
加
え
た
。

⑥
　
な
お
原
義
に
朔
れ
ば
、
「奉
請
」
は

「
ま
ね
く
」
意
か
ら
発
し
て
、
「
ま
ね
く
」
主

体
が
ど
ち
ら
に
あ
る
か
に
よ
り
、
二
義
を
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
語
そ
の
も

の
は
中
国
に
起
源
が
あ
り
、　
た
ま
た
ま
管
見
に
入
っ
た
だ
け
で
も
、
聖
武
天
皇
震

翰

『
雑
集
』
所
収
の

「奉
請
文
」
や
ス
タ
イ
ン
将
来
教
埋
文
献
Ｓ
一
一
六
〇
、
Ｓ
五

八
七
七
な
ど
に
例
が
あ
る
。

①
　
経
師
等
写
疏
紙
筆
墨
充
帳

（『
大
日
本
古
文
書
』
⑨

一
三
頁
以
下
）
及
び
常
疏
手

実
帳

（同
上
五
八
六
頁
以
下
）
参
照
。

⑤
　
写
経
所
の
業
務
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
異
本
校
合
の
た
め
の
借
用
と
い
う
可
能
性
は

な
い
で
あ
ろ
う
。




